
 

 

 

 

 

件 名 
・金沢河川国道事務所 雪害対策支部 警戒体制の発令 

・『情報連絡本部』の再参集について 

 

 

 国土交通省金沢河川国道事務所は令和３年１月７日１２時００分に雪害対策の警戒

体制を発令しております。 

 

国土交通省金沢河川国道事務所､石川県､金沢市、石川県警察本部､中日本高速道路㈱

金沢支社、金沢地方気象台は令和２年１２月２８日１３時３０分に『情報連絡本部』を

金沢河川国道事務所に開設しているところですが、今般の大雪の予報を受け、令和３

年１月７日１５時１０分に再参集しました。 

 現在、県内道路は降雪と気温低下により凍結しやすい状況となっており、通行には

十分な注意が必要です。特に大型車には道路情報板等で早めのチェーン装着を呼びか

けております。また、必要に応じて迂回ルートの検討も行ってください。報道機関各位

におかれましては、ドライバーへの情報提供にご協力をお願いします。 

 

【情報連絡本部の主な役割】 

（１）気象情報の共有 

（２）各管理道路の通行止め等、交通情報の共有 

（３）幹線道路における除雪状況の共有と除雪作業の調整 

 

 

 

 

 

 

情報連絡本部 

記者発表資料 全１枚 

資料配付日時 令和３年１月７日 

１５時４０分現在 

扱 い 配付を持って解禁 

問い合わせ先 

情報連絡本部内 

金沢河川国道事務所  

事業対策官 磯野
い そ の

 信樹
の ぶ き

 

TEL ０７６－２６４－８８００(代) 


